
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 規 則 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人

情 報 保 護 審 議 会 規 則 を 廃 止 す る 規 則 を 公 布 す る 。  

令 和 ５ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 ４ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 規 則 及 び 大 阪 広 域 水 道

企 業 団 個 人 情 報 保 護 審 議 会 規 則 を 廃 止 す る 規 則  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 情 報 公 開 審 査 会 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 規 則 第 ４ 号 ） 及 び 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 審 議 会 規 則 （ 平 成

23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 ６ 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


